
４３１会公告第４７号                                

令和５年６月９日 

入 札 公 告  
                                                     分任契約担当官 

                                                          陸上自衛隊立川駐屯地 

   下記のとおり一般競争入札を実施する。                                  第４３１会計隊長 松田 将孝 

                             記 

 

１ 競争入札に付する事項 

品名 規格 納地 納期 

１ヶ月 もち米ほか１２９件 別紙内訳書のとおり 
陸上自衛隊    

立川駐屯地 
令和５年６月３０日～令和５年７月３１日 

３ヶ月 ビーフンほか１５９件 別紙内訳書のとおり 
陸上自衛隊    

立川駐屯地 
令和５年６月３０日～令和５年９月３０日 

３ヶ月 料理酒ほか１件 別紙内訳書のとおり 
陸上自衛隊    

立川駐屯地 
令和５年７月３日～令和５年９月３０日 

１ヶ月 香草野菜焼ミックスパン粉ほか１４１件 別紙内訳書のとおり 
陸上自衛隊   

東立川駐屯地 
令和５年６月３０日～令和５年７月３１日 

３ヶ月 バターロールパンほか１６２件 別紙内訳書のとおり 
陸上自衛隊   

東立川駐屯地 
令和５年６月３０日～令和５年９月３０日 

２  入札参加資格 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和４年・５年・６年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」の等級がＤ以上に格付けされ、関東・甲信越地域の

競争参加資格を有するものであること。 

（４）防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に

基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役

務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 

（６）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認め

た場合には、この限りではない。 

３ 契約条項を示す場所 

陸上自衛隊立川駐屯地 第４３１会計隊 事務室及び東部方面会計隊ＨＰ

（https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/index.html） 

４ 競争入札執行の場所及び日時 

陸上自衛隊立川駐屯地  駐屯地食堂 令和５年６月２１日（水）０９時００分     

５ 落札決定方法 

（１）単価（消費税抜き）により決定する。 

（２）単価が当隊所定の予定価格以内の最低入札者を落札者とする。但し、同価の場合は抽選による。 

（３）落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の１０％（軽減税率対象品目については８％）に相当する額を加算した金額を

もって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目につ

いては１０８分の１００）に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 保証金 

（１）入札保証金等：入札保証金および契約保証金は免除とする。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の手続きをしない

場合は、落札者が契約締結に応じないものとみなし、入札金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた金額

の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以

上の金額を違約金として徴収する。 

（２）違約金：契約履行中において契約相手方の理由により契約を解除しようとする場合には、契約金額の100分の10以上を違約金として

徴収する。 

７ 見本提出について 

（１）提出品目  糧食購入要求書・入札書に○印のある品目は見本を提出する品です。 

（２）見本提出日 令和５年６月１６日（金）１０時００分までに立川駐屯地糧食班まで提出 （番号、品名、業者名を表記）         

８ 入札の無効 

（１） 第２項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札 

（２）入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難いもの 

（３）電報、電話、ＦＡＸによる入札 

（４）指定した時間までに到着しなかった入札（発送者の責により到着の確認を実施すること） 

（５）見本不合格品、見本未提出品に対する入札 

（６）入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者等が提出した入札書等を無効とする。 

９ 納入物品の検査  納入時における食品衛生検査等のため発注数量のほか(以外)に２個提出をすること。 

（重量換算の場合50g程度とする）ただし、代金は業者負担とする。 

https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/index.html


＊注意＊ 生鮮の納品の際、郵送または宅配便による納品は認めることは出来ません。 

１０ 契約書の作成の要領 

    作成する。但し、会計法第２９条の８の但書に該当する場合は作成を省略できるものとする。 

１１ その他  

（１） 市価調査依頼書については６月１５日（木）１７時００分までに提出すること 

（２） 本入札においては郵便入札を可とする。 

   初度入札で郵便による入札参加があった場合の再度入札の時期は次のとおりとする。 

   ア 日時：令和５年６月２６日（月）０９時００分 

   イ 場所：陸上自衛隊立川駐屯地   駐屯地食堂 

（３） 郵便による入札は６月２０日（火）１６時００分までに、当隊契約班まで必着とします。封書には、会社名、入札日時、件名及び朱

書で入札書在中と明記し、郵送して下さい。また、事前に郵送による入札を行う旨の連絡をお願いします｡ 

（４） 再度入札で郵送する場合は送付される封筒に必ず「入札日・件名・入札書在中」と記載し、会計隊契約班に６月２３日（金）１６時

００分必着とする。また、事前に郵送による入札を行う旨を連絡し、発送者の責により到着の有無について確認すること。なお発

送の際に広告に示す必ず必着の日時に到着する処置を講じること。 

（５）登録業者は、資格審査結果通知書（写）を入札開始までに提出すること。（提出済みの場合は必要なし） 

（６）代表者以外の方による入札の場合は委任状が必要です。 

（７）発注は通常２日前の午後に電話又はFAX等で連絡いたします。 

（８）入札に関する問合せ先 TEL ０４２－５２４－９３２１ 内線３５２  ＦＡＸ 内線３４４（担当：細野） 


